
 

 

第３期米沢市ごみ処理基本計画の概要 

 

１ 計画策定の目的 

米沢市ごみ処理基本計画は、本市内から排出される一般廃棄物（ごみ）について、

長期的・総合的視野に立って、計画的に処理を推進していくために策定するもので

す。 

２ 計画の期間 

本計画は、平成２８年度を初年度、平成３７年度を目標年度とし、１０年間を計

画期間としています。 

３ ごみ排出量の状況 

◆ごみ排出量 

平成２２年度までは減少傾向にありましたが、東日本大震災発生直後の平成２３

年度においては、前年度よりも排出量が増加する結果になりました。平成２４年度

以降はわずかではありますが年々減少しています。 

 

ごみ排出量の推移 

 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

合計 33,856 33,495 31,142 28,900 28,182 27,047 28,360 28,597 28,394 28,034

事業系ごみ 13,782 13,760 12,121 10,820 10,503 10,125 10,266 10,326 9,880 9,814

生活系ごみ 20,074 19,735 19,021 18,080 17,679 16,922 18,094 18,271 18,514 18,220
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◆生活系ごみ排出量 

平成２２年度までは減少傾向にありましたが、平成２３年度以降は増加傾向にあ

ります。平成２６年度においては、生活系ごみの排出量は減少しているものの、そ

の内訳を見ると、可燃性ごみ（生活系の可燃性ごみ）の排出量については増加して

いることがわかります。 

 

生活系ごみ排出量の推移 

 

 

生活系ごみの排出内訳(平成２６年度)  

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

合計 20,074 19,735 19,021 18,080 17,679 16,922 18,094 18,271 18,514 18,220

粗大ごみ 156 155 124 120 99 68 87 89 91 90

資源物 4,710 4,613 4,273 3,917 3,663 3,394 3,697 3,606 3,579 3,409

不燃性ごみ 1,190 1,213 1,068 1,019 998 909 1,026 1,043 1,463 1,338

可燃性ごみ 14,018 13,754 13,556 13,024 12,919 12,551 13,284 13,533 13,381 13,383
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◆事業系ごみ排出量 

事業系ごみの排出量は、平成２２年度までは減少傾向にありましたが、平成２４

年までは微増し、平成２５年度以降は再び減少しています。 

 

事業系ごみ排出量の推移 

 

４ 課題 

◆ごみの発生・排出抑制 

家庭や事業所において、無駄なものを買わない、最後まで使い切ってから捨て

る、過剰包装はしないなど、発生及び排出段階でのごみの減量化を啓発し、省資

源・循環型社会への転換を推進していく必要があります。 

 

◆資源化の促進 

本市から排出された可燃性ごみの中には、多くのリサイクル可能な紙や布類が

含まれています。それらが資源として有効に活用されるよう、今後もごみの分別

を徹底し、資源化を促進する必要があります。 

 

◆環境教育の充実 

ごみ減量化・資源化に向けて、行政だけではなく、市民の自主的・主体的な取

り組みが必要不可欠です。家庭や学校、地域社会の場における環境教育をさらに

充実させる必要があります。 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

合計 13,781 13,760 12,121 10,820 10,503 10,125 10,266 10,326 9,880 9,814

不燃性ごみなど 646 579 522 478 468 444 475 530 174 171

可燃性ごみ 13,135 13,181 11,599 10,342 10,035 9,681 9,791 9,796 9,706 9,643
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５ 目標と基本方針 

◆ごみ発生量の将来推計 

本市のごみ排出量について、平成３２年度は２６,５０６トン、平成３７年度は 

２５,３７１トンと見込みます。 

 

◆計画の数値目標 

（１）ごみ総排出量 

 ごみの総排出量については、平成２６年度の実績値に対し平成３２年度までに 

約１,５００トン、平成３７年度までに約３,０００トンの減量を目指します。 

名 称 実績値（H26） 中間目標（H32） 最終目標（H37） 

ごみ総排出量 ２８,０３４ トン ２６,５００ トン ２５,０００ トン 

 

（２）一人一日あたりのごみ総排出量 

平成２６年度の実績値に対し平成３７年度までに約３０ｇの減量を目指します。 

名称 実績値（H26） 中間目標（H32） 最終目標（H37） 

１人１日あたり 

ごみ総排出量 
９０２ ｇ/人･日 ８８５ ｇ/人･日 ８７２ ｇ/人･日 

 

（３）資源化量 

 人口減少に伴って資源物の回収量も減少することが予想されますが、多くの資源の

循環利用を推進していき、平成３２年度までに約２００トン、平成３７年度までに約

３００トンの増加を目指します。 

名称 実績値（H26） 中間目標（H32） 最終目標（H37） 

資源化量 ３,５１２ トン ３,７００ トン ３,８００ トン 

 

（４）リサイクル率 

リサイクル率は、平成２６年度の実績値に対し平成３７年度までに２．７％の引き

上げを目指します。 

名称 実績値（H26） 中間目標（H32） 最終目標（H37） 

リサイクル率 １２.５％ １４％ １５．２％ 

 

 



 

 

◆ごみ排出抑制のための方策 

（１）市民における方策 

市民一人ひとりがごみの排出者として自覚と責任を持ち、ごみの排出抑制やリサ

イクルに努めます。 

物を大切に使うことはもちろん、買い物をするときはマイバッグを持参し、使い

捨て用品の安易な使用を自粛し、過剰包装されている商品を避け、寿命の長い商品、

詰め替え商品、再生品などを選びます。 

 

（２）事業者における方策 

事業者は、生産・流通・販売などの事業活動に伴って生じるごみの排出抑制、再生

利用などによりその減量に努めるとともに、ごみの減量その他その適正な処理の確保

などに関する国及び地方公共団体の施策に積極的に取り組むものとします。 

 

（３）行政における方策 

本市におけるごみの排出抑制に関し、情報提供、普及啓発や環境教育等を行うこと

により市民や事業者の本計画への参画意識を高めます。 

また、市民や事業者の模範となるよう、ごみの減量やごみの分別を積極的に行って

いきます。 

 

（４）市民、事業者、行政の協調体制による方策 

ごみの排出抑制、資源化を推進する方策について検討する附属機関として、市民、

事業者、学識経験者から組織される米沢市廃棄物減量等推進審議会を継続して設置し

ます。 

また、町内会単位の衛生組合を主体とする米沢市衛生組合連合会と連携した衛生に

関する事業を通じ、市民のごみ排出の抑制、資源化に対する意識の高揚を図ります。 

 

 

 

 


